
第９２号議案 

令和３年度加東市一般会計補正予算（第１０号） 

 令和３年度加東市の一般会計の補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，１４９，３１８千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６，８５１，１６２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和３年１２月２３日提出 

加東市長 安 田 正 義 
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加東市一般会計補正予算（第１０号）補足説明書
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1　主な歳出補正予算の概要 （単位  千円）

下滝野地区のイベント用テント購入事業が、（一
財）自治総合センターのコミュニティ助成事業に
採択されたことに伴い、同助成金を交付します。

財源：諸収入【コミュニティ助成事業助成金】
1,300千円（補助率10/10）

一般財源

P6～7 コミュニティ推進事業 1,300 1,300

事項別
明細書

事業名 補正額
補正額の財源内訳

0

補正概要

　令和３年度加東市一般会計補正予算（第１０号）は、１１月１９日に国において閣議決定された住民税均等割が非課税である世帯等への給付金及

び平成１５年４月２日以降に出生した児童を養育する子育て世帯への給付金のほか、コミュニティ助成事業に採択された下滝野地区のテント購入に

係る助成金を追加する補正予算を編成いたしました。

　補正予算の規模は、１，１４９，３１８千円の増額とし、一般会計の総額を２６，８５１，１６２千円といたします。

　歳入予算では、住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業事業費補助金及び同事務費補助金並びに子育て世帯等臨時特別支援事

１，１４９，３１８千円の増額補正といたします。

業事業費補助金及び同事務費補助金で国庫支出金を１，１４８，０１８千円、コミュニティ助成事業助成金で諸収入を１，３００千円増額し、合計

で１，１４９，３１８千円の増額補正といたします。

　歳出予算では、コミュニティ助成事業に採択された下滝野地区のテント購入に係る助成金で総務費を１，３００千円、住民税均等割非課税世帯等

及び子育て世帯への給付金で民生費を１，１７０，１０２千円増額するほか、歳出予算総額の調整として予備費を２２，０８４千円減額し、合計で

国県支出金 地方債 その他
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補正概要
国県支出金 地方債 その他 一般財源

事項別
明細書

事業名 補正額
補正額の財源内訳

P6～7
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金給付事業

482,831 482,831 0

住民税均等割が非課税である世帯及び新型コロナ
ウイルス感染症の影響により家計が急変し同様の
状況にある世帯に対し、1世帯当たり10万円の現金
を支給します。＜資料No.1＞

財源：【住民税非課税世帯等に対する臨時特別給
付金給付事業事業費補助金】460,000千円（補助率
10/10）、【同事務費補助金】22,831千円（補助率
10/10）

22,084

所得制限なしで、平成15年4月2日から令和4年3月
31日までの間に出生した児童を養育する子育て世
帯に対し、児童1人当たり10万円の現金を支給しま
す。＜資料No.2＞

財源：【子育て世帯等臨時特別支援事業事業費補
助金】662,000千円（補助率10/10）、【同事務費
補助金】3,187千円（補助率10/10）

P6～9 子育て世帯等臨時特別支援事業 687,271 665,187
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３．支給額
１世帯当たり10万円

２．支給対象者
①基準日（令和3年12月10日）において世帯全員の令和３年度分の

住民税均等割が非課税である世帯

②①のほか、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、

①の世帯と同様の状況にあると認められる世帯（家計急変世帯）

１．事業概要
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、様々な困難に
直面した方々に、生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税均等割が
非課税である世帯（家計が急変し、同様の状況にある世帯を含む。）に
対して、1世帯当たり10万円の現金を支給します。

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金

- 3 -

資料No.1



４．支給方法（上記2.支給対象者(1)(2)共通）
①令和3年9月分の児童手当の支給を受けている方
※令和3年10月支給時の児童手当の口座、又は別途届出済みの
口座に振り込みます。
※申請は不要です。（公務員の方は申請が必要です。）

②平成15年4月2日～平成18年4月1日生まれの児童を養育する方
※申請後、申請書で指定された口座に振り込みます。

③令和3年9月1日～令和4年3月31日生まれの児童を養育する方
※申請後、児童手当の口座、又は申請書で指定された口座に
振り込みます。

２．支給対象者
(1)国庫補助事業
主たる生計維持者の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方で、
次のいずれかに該当する方
①令和3年9月分の児童手当（本則給付）の支給を受けている方

②９月30日時点で、平成15年4月2日～平成18年4月1日生まれの
児童を養育する方

③令和3年9月1日～令和4年3月31日生まれの児童を養育する方

(2)市単独事業
平成15年4月2日～令和4年3月31日生まれの児童を養育する方で、
上記(1)国庫補助事業①②③に該当しない方

１．事業概要
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、子育て世帯を
支援するために、児童1人当たり10万円の現金を支給します。

令和３年度 子育て世帯等臨時特別支援事業
（子育て世帯への臨時特別給付）

３．支給額
対象児童１人当たり10万円
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